
仕様書 

 

１ 件  名 韮崎市保健福祉センター清掃業務委託 

 

２ 履行場所 韮崎市本町三丁目 6番 3号（韮崎市保健福祉センター） 

 

３ 履行期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

       （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約/３年） 

 

４ 委託内容 

  清掃業務の実施にあたっては、日常清掃及び定期清掃を主たる業務とし、品

質良好な清掃用品（材料、機材を含む。）を使用し、快適な環境を維持するこ

と。 

⑴ 日常清掃 

１）業務日時 

業務日 ：月曜日から金曜日（ただし、年末年始及び祝日は除く） 

業務時間：午後１時から午後５時１５分まで 

２）清掃概要 

      別紙、日常清掃概要のとおり 

⑵ 定期清掃 

１）業務日時 

業務実施日等は、事前に施設管理者と日程調整する。 

２）清掃概要及び清掃回数 

別紙、定期清掃概要のとおり 

 

５ 業務従事者 

  ⑴ 日常清掃及び定期清掃業務に支障のない人員を確保するものとする。 

  ⑵ 受託者は、本契約成立後、日常清掃従事者を選任し、その者の氏名、住

所等を記載した届出書を提出するものとする。また、契約期間途中で変更

する場合も同様とし、速やかに委託者に提出するものとする。 

  ⑶ 受託者は、定期清掃を実施する際、事前に従事予定者の名簿を作成し、

委託者へ提出すること。 

 

６ 勤務条件 

  業務に従事する者の服装は、来館者等に不快の念を与えない清潔感のある

受託者指定の服装を着用するよう徹底すること。 

 

 

７ 業務上の遵守事項及び留意事項 

  ⑴ 使用する清掃用品（機材を含む）資機材は、清掃場所の床材等、各材質

の特性及び機能を十分把握したうえで最適なものを使用し、最良な方法

で清掃すること。 



  ⑵ 受託者は安全対策を十分に施したうえで履行するとともに、施設運営 

に支障をきたさぬよう、担当者と連絡を密にすること。 

  ⑶ 委託者から清掃に関する指示がある場合は、これに従うこと。 

  ⑷ 日常清掃業務時間内において、清掃項目内容に従い衛生的で快適な施

設が保てるよう業務に努めること。 

  ⑸ 清掃業務中は、言動等に十分留意するとともに、来館者等に不快の念を

与えないこと。 

  ⑹ 従事者は、業務に関係のない書類をみだりに閲覧したり、もしくは複写

したり、またはその他の物品等を持ち出してはならない。 

  ⑺ 清掃業務中に施設に破損、汚損及び不審物等異常を発見した際は、直ち

に市担当者に報告すること。 

  ⑻ 清掃業務中に業務従事者の責に帰する事由により、汚損又は破損を生

じた時は、受託者は委託者にその旨を届けるとともに、原状回復または損

害賠償の義務を負うものとする。また、第三者に損害を与えた場合も同様

とする。  

    ⑼ 感染等防止対策を施し、作業にあたること。 

    関係者が感染した場合には、速やかに担当者へ報告すること。 

 

８ 報告・支払 

受託者は、事業報告書（作業内容がわかるもの）等を委託者に提出し、検

収を受けること。 

   また、支払は毎月月末を締切とした月払いとし、適正な請求書により支払

うものとする。 

なお、月額は、年額を 12 月で除した後、端数を切り捨てた額とし、端数

により生じた差額については、各年度の最初の月で調整するものとする。 

 

９ その他 

    ⑴ 受託者は、本仕様書に記載されていない内容であっても必要と思われ

るものについては、委託料の範囲内で誠意を持って行うこと。 

⑵ この仕様書に定めがない事項または疑義が生じた場合は、市担当者と 

協議のうえ、決定する。 

 

10 担当課 

韮崎市健康づくり課健康増進担当 

   （韮崎市水神三丁目６番３号/電話 0551-23-4310） 
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